[bookmark: _GoBack]水俣市ふれあいセンター指定管理者募集要項（募集方針）

　水俣市では、公の施設である水俣市ふれあいセンターの管理業務について、設置目的をより効果的に達成するため、指定管理者制度を導入し、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例（平成２１年条例第３号）第１３条及び水俣市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する条例（平成１７年条例第２８号）第３条の規定に基づき、次のとおり指定管理者の募集を行う。
　
１　公の施設の概要
（１）名　称
　　　　水俣市ふれあいセンター
（２）位　置
　　　　水俣市栄町１丁目６番１８号
（３）施設の設置目的、役割等
　　　　障がいの有無にかかわらず子どもからお年寄りまで、地域住民の誰もが気軽に集い利用できる場を提供することにより、環境福祉モデル地域及びもやいづくりを推進する。
（４）施設の沿革
　　　　平成２１年５月１８日　開館
（５）施設内容、規模等
　　　　別添施設の見取り図のとおり
（６）現在の管理運営体制
　　　　現在の管理受託団体・・・一般社団法人　みなすまいる
（７）施設の利用実績
　　　　令和４年度・・・１２，３３３人
　　　　令和５年度・・・１２，２９７人
　　　　令和６年度・・・１２，３８４人

２　施設管理運営に当たっての基本的な考え方
　　　民間事業者として蓄積したノウハウを生かした企画・アイデアによる施設の設置目的の達成及び管理費の削減を図るとともに、地域住民の誰もが気軽に集い利用しやすい体制づくりを推進するため、指定管理者による施設管理を行う。
　　　
３　指定管理者が行う管理業務の基準
（１）休館日　日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日及び１２月２８日から翌年１月４日まで
（２）開館時間　午前１１時から午後６時まで
　　※　指定管理者は、市長の承諾を得て、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。（※水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例第１３条第４項）
（３）法令遵守等
　　管理運営業務を行うに当たっては、次の法令等を遵守すること。
　　　１）水俣市ふれあいセンターの設置等に関する条例
　　　２）地方自治法、同施行令、同施行規則ほか行政関係法令
　　　３）労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令
　　　４）ビル管理法、同施行規則、水道法、同施行規則、建築基準法、消防法、同施行規則、電気事業法その他施設、設備の維持管理又は保守点検に関する法令
　　　５）その他
　　　　・指定管理者は、施設の管理に関し知り得た個人情報の保護を図るため、個人情報の保護に関する法律の規定に従い、協定において定める安全確保の措置を講じること。
　　　　・指定管理者は、施設の使用許可承認等行政処分に相当する権限を行使するときは、水俣市行政手続条例第２章の規定を遵守すること。
　　　　・指定管理業務を行うに当たり作成し、又は取得した文書等は、適正に管理し、５年間保存すること。指定期間を過ぎた後も同様とする。
　　　　・指定管理者は、業務の実施に当たっては、省エネルギーの徹底と温室効果ガスの排出抑制に努めるとともに、廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進、廃棄物の適正処理に努めること。また、環境負荷の軽減に配慮した物品等の調達（グリーン調達）に努めること。
　　　　・防災・防犯のための対策を講じ、利用者の安全確保を図ること。
※　管理の基準に関する細目事項は、協議の上、協定で定める。
（４）施設の設備及び物品の維持管理を適切に行うこと。
　　※　管理の基準に関する細目事項は、協議の上、協定で定める。
（５）消費税
　　適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応すること。

４　指定管理者の業務等
生きがいづくり支援事業として、趣味の作り方教室や健康や命を守る講座等を年２４回開催する（講師謝金については、１２回分は市から支出するが、残りの１２回分は、指定管理者で対応する。）。また、ふれあいサロン事業として、地元住民が、気軽に集い、相互に交流する場をつくるための各種事業を行うものとする。
（１）福祉及び交流促進に関する業務
　　　水俣市ふれあいセンターにおいて、高齢者から子供までの多世代が交流できる施策や地域生活支援を行う（買物支援、生活困窮者支援等）。
（２）環境及びリサイクルに関する業務
　　　水俣市ふれあいセンターにリユースコーナーを設置し、また定期的にフリーマーケット等を開催し、利用者のリユース、リサイクル等の推進を図り、環境保護への意識啓発を行う。
（３）日本一の読書のまちづくりに関する業務
　　　絵本コーナーを設置し、絵本や童話、昔話や地域に伝わる民話を高齢者等が子供に読み聞かせる機会を設ける。
（４）水俣市ふれあいセンターの施設及び設備の維持及び軽微な修繕に関する業務
（５）その他地域住民がふれあえる事業に関する業務
　　　利用者の交流の促進のための、喫茶の設置、季節に合わせた行事等の開催、移住者に対する支援及び国際交流の支援のほか、地元商店や商店街との連携し、地元のお祭り参加による地域おこしを行う。

５　指定の期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。ただし、管理を継続することが適当でないと認めるときは、指定を取り消すことがある。

６　管理に要する経費
　　水俣市ふれあいセンターにおいては、利用料を徴収することとし、その管理に関する費用は、利用料及び市から支払う委託料によって賄うこととする。このうち、指定期間中に市が支払う委託料の額は、次に定める基準価格の範囲内で、指定管理者の候補者に令和８年度の委託額の提案を求めるものとする。
　　なお、市からの委託料の具体額は事業計画書で提示された額に基づき、指定管理者と市との間で締結する協定書で定めるものとする。

　　基準価格　４，２６７千円（消費税及び地方消費税を含む。）
　※　基準価格を超える提案があった場合には失格となるので注意すること。

７　参加資格
　　次の要件を満たす法人その他の団体であること。
　（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
　（２）水俣市内に事業所を有すること。
　（３）水俣市から指名停止措置を受けていないこと。
　（４）労働者災害補償保険に加入していること（従業員雇用のない事業者は除く。）。
　（５）市民税を滞納していないこと。
　（６）会社更生法、民事再生法等に基づく再生又は再生手続を行っていないこと。また、手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全な者でないこと。
　（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者でないこと。
　（８）政治団体、宗教団体でないこと。
　（９）消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）に対応すること。

８　提出書類
　　申請に当たっては、以下の書類を提出すること。
　（１）指定管理者指定申請書（別記様式）
　（２）事業計画書（別記様式）及び収支計画書（別記様式）
　（３）定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
　（４）法人にあっては、当該法人の登記簿謄本（法人以外の団体にあっては、代表者の住民票写しを添付）
　（５）前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他財務状況を明らかにする書類　（６）前事業年度における事業報告書その他業務内容を明らかにする書類
　（７）労働者災害補償保険への加入を証する書類（従業員雇用のない事業者は除く。）　
（８）納税証明書など市税の未納がないことを証するもの（法人にあっては、当該法人
及び代表者）
　（９）役員及び職員（事業関連者）名簿

９　質問事項の受付
　　募集要項の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。
（１）受付期間　　令和８年１月８日（木）から１９日（月）まで
（２）受付方法　　質問内容について具体的に記入の上、ＦＡＸ又は電子メールにて提出すること。
※現地説明の希望がある場合は、日時を調整の上実施する。

１０　申請書の提出先及び提出期間
　（１）提出先　　水俣市総務企画部地域振興課地域振興係

　　　　　　　　　〒867-8555　水俣市陣内１丁目１番１号
　（２）提出期限　令和８年１月２６日（月）午後５時１５分までとする。
　　※　郵送の場合、書留郵便により提出期限まで必着のこと。
　　　　電子メール、ファクシミリでの提出は認めない。

１１　選定方法
　　　次の項目について審査を行い決定する。
　（１）施設の管理運営
　　　ア　施設の設置目的に即した運営方針
　　　イ　平等な利用を図るための具体的手法及び期待される効果
　　　ウ　施設の維持管理体制及び危機管理体制の構築
　　　エ　社会的責任・市の施策との整合について
　（２）施設の効用を最大限に発揮するための取組
　　　ア　利用拡大に向けた取組内容
　　　イ　サービス向上を図るための取組内容
　　　ウ　利用者の満足度の把握・利用促進策
　　　エ　自主事業の内容と相乗効果
　（３）管理を安定して行う人的、財政的基礎
　　　ア　収支計画の内容
　　　イ　安定的な運営が可能となる人的能力
　　　ウ　安定的な運営が可能となる経理的基礎　
　　　エ　指定管理又は類似の施設の運営実績
　　　オ　独自ノウハウを活用した経費縮減対策

１２　申請に要する経費
　　　申請に要する経費等は全て申請者の負担とする。

１３　無効又は失格
　　　本要項中に記載しているほか、以下の事項に該当する場合は、無効又は失格となる場合がある。
　（１）申請書の提出方法、提出先、提出期限などが守られなかったとき。
　（２）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
　（３）申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されているもの。
　（４）虚偽の内容が記載されているもの。
　（５）その他審査の結果不適当と認められるもの。

１４　選定審査
　　　申請者である法人その他団体の代表者又は代理のプレゼンテーションにより審査を行う。その際の場所及び時間等については後日連絡するものとする。

１５　選定結果の通知及び公表
　　　選定結果については、申請者に文書で通知するものとし、ホームページ上で公表する。

１６　指定管理者の決定及び管理業務に係る委託料
　（１）指定管理者は令和８年３月議会の議決を経て指定されることとなる。
　（２）議決後に市と指定管理者との間で協定書を締結するが、この協定の管理業務に係る委託料は令和８年度の予算額以内となるので、申請時に提出のあった管理業務に係る提案価格を下回る場合がある。

１７　施設利用者等への満足度調査の実施
施設利用者等の利便性の向上等の観点から、アンケート等により、施設利用者等への意見・苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況について市に報告する。

１８　モニタリング
（１）事業実施状況の確認
市は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保するため、監視・評価を実施する。
①定期報告
月例業務報告書及び年次事業報告書を作成し、提出することとする。
②状況確認
市は、指定管理業務の実施状況について、確認及び評価を行う。
（２）改善の指示
指定管理者による管理運営状況が事業計画や協定の内容に適合しないと判断した場合、市は改善措置等の指示を行う。さらに必要な場合は業務の停止や指定の取消しを行うことがある。

１９　その他
　（１）提出書類の返却は行わない。
　（２）提出された書類は必要に応じ複写する。ただし選定に係る検討資料としてのみ使用することとする。
　（３）提出された書類は、情報公開の請求に基づき開示することがある。



２０　留意事項
　（１）指定管理候補者を指定管理者として指定する前において、指定管理候補者が７の参加資格に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき、若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、協定を締結しない又は協定を解除し、指定管理者の指定を行わないことがある。
　（２）指定管理者の指定後に、指定管理者が７の参加資格に掲げる要件を欠くこととなったとき、又は財務状況の悪化等により事業の履行が確実でないと認められるとき若しくは社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと認められるときは、指定管理者の指定を取り消す、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２１　添付資料・様式
　（１）指定管理者指定申請書（別記様式）
　（２）事業計画書（別記様式）
　（３）収支計画書（別記様式）
　（４）水俣市ふれあいセンター管理業務仕様書
　（５）施設維持管理業務項目
　（６）リスク分担表
　（７）施設平面図
　（８）施設の見取り図

問合せ先
水俣市総務企画部地域振興課地域振興係
　　　　　　　　　　　　担当：緒方
電　話　0966-61-1607
ＦＡＸ　0966-63-5547
E-mail　ogata-yu@city.minamata.lg.jp

